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ワーキングホリデーとは

2

■ ワーキングホリデービザとは

二つの国・地域間の取り決め等に基づき，各々の国・地域が，相手国・地域の青少年に対して自国・地域の文化や一般的な生活
様式を理解する機会を提供するため，自国・地域において一定期間の休暇を過ごす活動とその間の滞在費を補うための就労を
相互に認める制度。

日本では，1980年にオーストラリアとの間で開始されたことに始まり，1985年にニュージーランド，1986年にカナダとの間で開
始され、1999年4月から韓国，同年12月からフランス，2000年12月からドイツ，2001年4月からイギリス，2007年1月からアイルラ
ンド，同年10月からデンマーク，2009年6月から台湾，2010年1月から香港との間で開始。更に，最近では2013年2月からノル
ウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、スペイン、チェコ、アルゼチン、チリ、アイスランド、リトアニ
ア、スウェーデン、エストニア、オランダと、全２6カ国（2022年1月現在）の間で開始されている。

ワーキングホリデー（ワーホリ）ビザは観光ビザ、留学、学生ビザ、就労ビザとは異なった若者限定の特別なビザで、どこに滞在し
ても、どこを旅行しても、仕事をしても、語学学校に通っても良いという自由度の高いビザである。

■ ワーキング・ホリデー査証発給要件

（ア）相手国・地域に居住する相手国・地域の国民・住民であること。
（イ）一定期間相手国・地域において主として休暇を過ごす意図を有すること。
（ウ）査証申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること（一部年齢制限が25歳、26歳の国がある）。
（エ）子を同伴しないこと。
（オ）有効な旅券と帰りの切符（または切符を購入するための資金）を所持すること。
（カ）滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること。
（キ）健康であること。
（ク）以前に本制度を利用したことがないこと。
（2）年間の査証発給数に関しては，それぞれの国・地域との取り決め等に基づき，カナダは6,500人，日・韓は10,000人，日・仏
は1,500人，日・英は1,000人，日・アイルランドは400人，日・台は5,000人，日・香港は250人と定められています（平成27年）。
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ワーキングホリデー査証保持者の受入に関して

（１） 受入対象者について

台湾籍、ポーランド、ハンガリーの日本語能力（N3以上）保持者で、日本でのワーキングホリデー査証を有している者のみ対象としま
す。
但し、各国と日本との間で、年間受入数が限定されており、日本人の相手国でのワーキングホリデー査証保持者を含めて、台湾で
5,000人、ポーランド500人、ハンガリー２００人と限定されています。

台湾から日本への台湾人のワーキングホリデーは約5,000人が渡日しており、経済環境の低迷を受け、基本的に働くことを目的とし
て日本に来る傾向が強いです。ですので、ワーキングホリデーの発行数が限定されているため、上限に達するケースもあります。

（３） 受入期間について

ワーキングホリデー査証での日本滞在期間は、最大１年間です。ワーキングホリデー査証保持者は、基本的に3ヶ月以上の勤務を
希望していますので、最短3ヶ月での受入が可能です。ワーキングホリデー査証の発行時期は、台湾が６月、12月、ポーランド、ハ
ンガリーは随時発行となっており、発行前に募集情報を提供する必要があります。
また、ワーキングホリデー期間中に、本人が希望すれば、就労ビザに切り替える事は可能で、更に１年以上の在留が可能です。

（４） 就業条件と残業、休日について

ワーキング・ホリデー査証は就労が認められたビザであるため、監督諸官庁に提出している就業規則を弾力的に運用することになり
ます。基本的には１日実質８時間労働、週４０時間、４週８休を基本としてください。また残業は本人の了解を得られれば可能です。

（５） 食事、宿泊施設に関して

宿泊施設、および食事については、原則受入先で準備が必要となります。宿泊施設は日本人従業員と同程度の施設で１室１名から
２名程度のものが必要です。寝具・その他備品は貸与となります。
食事については、無料提供、もしくは低額（200-300円/食）での提供が理想的です。

（２） 候補者の選定について

基本的に求人票に基づき、現地日本語教育機関での公示後、旅館・ホテルでの勤務に適した候補者を日本語教育機関および、弊
社パートナーによる選定の後、最適と思われる候補者を推薦させていただきます。
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ワーキングホリデー査証保持者と就労ビザ取得者との比較

ワーキングホリデー 項目 就労ビザ（技術・人文知識・国際業務）

アルバイト雇用と同様、有期雇用契約
契約内容

１年以上の有期、もしくは無期雇用契約が必要

ワーキングホリデー査証保持者に限定され
る。また日本語教育機関による推薦になるた
め、書類審査のみの選考

選考

募集条件に応じて、勤務希望者を厳選する事
が可能。また貴社社員としての必要条件、能力
を判断できる選考が可能

ワーキングホリデー査証は最大１年間。最短
で6ヶ月。原則１人１回しか査証発給されない。
本人の希望によっては、就労ビザへの切り
替えも可能。

勤務期間

就労ビザは日本国内での延長申請が可能なた
め、１年以上の勤務が可能。継続的に人材を活
用する場合に適している。

時間給が原則。就労規則に則り、時間外勤
務に伴う時間外手当の支給も可能。 給与

基本給＋時間外手当。就労規則に則り、時間
外勤務に伴う時間外手当の支給も可能。

基本的には有期のアルバイト雇用と同様の
ため、責務の発生する業務につきたがる傾
向は薄い。また業務によっては出勤を断る
ケースもある。

職務責任

日本人社員と同待遇であるため、職務責任を果
たさないと解雇できるため、基本的に職務に関
する責任感は強い。業績アップのための営業・
渉外活動等の職務を与える事が可能。
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受入の流れに関して

求人票の
ご提供

ワーキングホリデービザ
取得者に公示

受入決定 渡航手続

候補者の
履歴書確認

履歴書

書類選考

選考
（自己紹介動画）

ワーキングホリデービザ取得者に公示

現地日本語教育機関に対し、貴社の求人票
を公示します。
ワーキングホリデー査証の発行時期は、台湾
が6月と12月と時期が限定されるため、発行
前に求人票を準備する事が必要です。
※ポーランド、ハンガリーは随時募集していま
す。
公示後、勤務希望者に対し、滞在期間、滞在
手当、職務内容に関して確認の上、履歴書を
貴社にお送りいたします。

自己紹介動画による選考

勤務希望者の確認においては、基本
的に候補者の自己紹介動画による選
考となります。

日本語コミュニケーション能力および来
日目的をご確認いただけます。

日本での受入

往路の渡航費については、ワーキ
ングホリデー査証保持者が負担し
ますが、入国地（空港）での出迎え
をお願いいたします。
受入日の翌日から、業務内容等を
説明の上、勤務を開始します。

受入準備 勤務開始

来日
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受入スケジュールと注意条項

１ヶ月目 ２ヶ月目

ワーキングホリデー査証発行後の候補者の受入スケジュール

求人票提出

求人票の公示

応募者履歴書の送付

書類審査・Web面談

入国日決定・入国準備

内
定

入
国

当月中旬

ワーキングホリ
デー査証決定日

勤務開始

・渡航費
日本への渡航費（航空券：片道）については、原則本人負担です。帰国費用は、相手国日本語教育機関との取り決めにより、貴社でのご負担は不
要ですが、貴社にて負担することで、日本語能力の高い候補者がより多く集まる傾向にあります。

・社員寮
寮はご用意いただく事が前提ですが、もしご用意できない場合は、借上社宅としてご提供いただければと存じます。また一人ずつのワンルームであ
る必要はございませんが、２DKや３DK等で個室を確保できるのであれば、問題ございません。

・食費に関して
貴社内でご用意いただく事が望ましいです。この場合、200−300円/食として、採用者に負担いただくことを事前に伝えおき、給与より天引きされるよ
うにしていただきます。

・携帯電話、インターネット等
携帯電話は個人契約で問題ございません。またインターネットはWIFI等が利用できる環境をご用意いただくことをお薦めします。本国の両親や親族
との会話ができる環境を提供いただければ、本人達も安心します。

・周辺環境に関して
休日等に町中に出向く事が可能かどうかを事前に確認されます。その際、交通手段（バス・鉄道）や自転車等の貸与をご検討をお薦めします。
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求人票（A社：長野県）
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・紹介手数料は、採用決定時（決定＝内定意思確認時）に100%を請求致します。
・価格は税抜表示で、請求時に消費税を加算いたします。
・ただし、決定後勤務前に、候補者の都合により辞退となった場合は、全額返金いたします。

１．紹介手数料： ￥89,000／人(税抜）

・求人票情報の現地での公示、ワーキングホリデー査証手続、受入準備・時期調整等

費用に関して

・滞在期間中の母国語による指導、トラブル対応等を行います。
・勤務開始月から勤務終了まで最長１年間毎月請求致します。
・ワーキングホリデービザから就労ビザに切り替えた後は、弊社人材紹介サービスに移行します。
・価格は税抜表示で、請求時に消費税を加算いたします。

２．サポート料： ￥1,200/人・日（税抜）

◾ワーキングホリデービザから、就労ビザ等へ切り替える場合「人材紹介サービス」に移行します。

※価格は税抜表示です。

在留資格（ビザ）管理、および更新手続、生活管理およびメンタルケア等、勤務期間中のサポート業務を含みます。

採用内定を決定後、在留資格の変更手続きを行い、人材紹介手数料として下記のスケジュールにて分割払いをしていただきます。
分割払いにする理由は、早期退職が無いよう側面的な支援を行い、採用者の定着を促す為、リスクを共有させていただく為です。

1. 在留資格切り替え 一人当たり 149,000円（税抜）

2. 勤務継続（18ヶ月間） 一人当たり 1,200円/日（税抜）

在留資格認定証明書申請書類の作成、および在留資格認定証明書申請に必要な書類の回収、及び日本と海外との間の連絡
業務を含みます。
※但し、日本で労働が可能な在留資格（技術・人文知識・国際業務）を取得できる条件を持つ外国人のみ、対象となります。


